
報告書(別表第３） (改正)

2011 年 9 月 5 日

〒

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2010 年 9 月 30 日 ～ 2011 年 9 月 5 日

2010 年 9 月 30 日 ～ 2010 年 10 月 20 日

2011 年 1 月 20 日

2011 年 8 月 8 日

2011 年 9 月 5 日

※評価結果の公表について運営者が同意しない場合のみ理由を記載してください。

北海道福祉サービス第三者評価事業推進機構　　宛

060-0002

北海道 第10－006号

同意あり 同意なし

児童養護施設

記

第 ００１３ 号

代表者氏名

評価結果の公表について運営者の同意の有無

評価実施期間(契約日から報告書提出日)

設置者名称

運営者（指定管理者）名称

社会福祉法人室蘭言泉学園

社会福祉法人室蘭言泉学園

会長　三宅 浩次

下記のとおり評価を行ったので報告します。

サービス種別

住所

電話番号

認証番号

評価機関名

評価調査者氏名 分野

藤 田 裕 行

評価調査者氏名・
分野・
評価調査者番号

武 田 志 津 子

福祉

事業所名称 地域小規模グループケア　桜

評価結果報告日

評価合議日

訪問調査日

利用者調査実施時期

北海道福祉サービス第三者評価結果報告書

札幌市中央区北２条西７丁目

北海道社会福祉協議会

011-251-3897

土 井 一 敏

総合

第 ００９０ 号

福祉

評価調査者番号

第 ００８９ 号



評価結果公表事項(別表第２） (改正)

①第三者評価機関名

②運営者（指定管理者）に係る情報

所在地： ℡

③事業所の基本調査内容

別紙「基本調査票」のとおり

④総評

◇特に評価の高い点

北海道福祉サービス第三者評価結果公表事項

北海道社会福祉協議会

名称：　社会福祉法人室蘭言泉学園

代表者氏名：　理事長　板　橋　　菊　二

〒051－0003　室蘭市母恋南町5丁目5番39号 0143－22－3037

◎子どもの心を育てる食事の重要性
子ども達とともに、野菜畑をつくっています。草取り、水遣りなどに子ども達が積極的に取り組
み、天候不順や不作などのトラブルも経験しながら、収穫した野菜を近隣住民にも分けて喜びを共
有しています。子どもの嗜好を反映した料理内容を工夫し、子ども自身が調理を手伝ったりしてい
ます。特に収穫した野菜を使って調理などを体験することは、食べ物の好き嫌いをなくすための工
夫ともなっています。また、本体施設ではできにくい、鍋料理やバーベキュー、しゃぶしゃぶな
ど、小規模施設の良さを活かしたメニューを積極的に取り入れ、おやつづくりを楽しんだり、箸の
使い方や食器の用意、後片付け、一緒に買い物をして食材への関心を促すなどの、家庭生活に近い
経験をさせています。さらに、行事食では、メニューや買い物から盛り付けまでを子ども主体に行
い、食が身体づくりだけではなく、子どもの心を育てる上で重要な意味を持つことを留意して取り
組んでいます。

◎地域小規模グループケアの機能特性
わかすぎ学園の分園としての地域小規模グループケア桜には、小学1年生から中学1年生まで6名の
児童が生活しています。小規模施設の機能特性を活かして、児童に対する個別支援の場面が多く盛
り込まれています。また、家庭規模の住環境、家庭的な生活ルール（台所・トイレ・風呂・テレ
ビ・ゲームなどの使用、夜食、外出など）、他者（児童同士、職員など大人）との関係構築、近隣
の住民との関係構築などの機会を、意図的に提供することで、児童の社会性・自主性を向上させて
います。特に、周囲への気づかい、近所への配慮などを通じて、児童の「優しさの成長」が顕著に
見られます。日課中心の生活に比し児童との関わりを第一に考えていけること、被虐待児に見られ
る人間不信・試し行動などの対人関係の改善が期待できること、児童の愛着形成に配慮できるこ
と、児童の集団の相互作用によって引き起こされる困難さや、集団統制にとらわれることなく、職
員は安定した児童との情緒関係を結ぶ個別の関わりを充足することが可能となっています。集団で
の養育の弊害を克服できる実践として高く評価できます。

◎課題に対する方針決定・解決に向けた価値観の共有
小規模ならではのメリット・デメリットはあるものの、生活課題に対処する方針の設定と施設にお
けるルール化の定着は大きなメリットです。日常生活で生じた課題は、児童の主体的活動である
「お話し会」で協議され、児童自らが定めた方針やルールについては、全員の共有化を図っていま
す。また、自らがルールを守ることの重要性や、約束ごとを通した協調性を養い、「お互いが助け
合う思いやりのある心」が育つよう支援しています。



評価結果公表事項(別表第２） (改正)

◇改善を求められる点

⑤第三者評価結果に対する事業者のコメント

⑥評価対象項目に対する評価結果及びコメント

別紙「評価細目の第三者評価結果」のとおり

今回、福祉サービス第三者評価を受審したことにより、本法人並びに施設の細部に亘って評価して
いただきありがとうございました。ご指導受けた事に対して真摯に受け止め、各職員にも評価内容
の周知・徹底をすると共に、中期計画の継続及び新たな取り組みとして計画・実行しより良いサー
ビスが子ども達に提供できるように努めてまいります。

◎心理支援プログラムの充実
心理ケアが必要な子どもには、担当職員に加えて心理担当職員や個別対応職員を配置して、ケア会
議などを開催しながら対応しています。状況に応じて児童相談所とも密に連携しつつ、虐待に関す
る研修を定期的に実施して、虐待防止のための職員セルフチェックリストで意識を促しています。
しかし、子どもの実態は被虐待児に加えて発達障害への対応も必要となり、同時に不登校などの問
題とも併せて、益々専門知識と職員研修の重要性は高まっています。特に生活全般をカバーする小
規模施設での職員の精神的負担は大きく、職員自身への組織的サポートの重要性からいっても、心
理支援プログラムの充実と本体施設との連携を強化した一層の取り組みに期待します。

◎人事管理・人材育成のシステム化
小規模施設として先駆的な試みであるが故の課題であると思われますが、法人本部組織の人事管
理・人材育成の標準的プランとは異質の生活スキルが求められています。生活支援の日常的スキル
に関して、児童の主体性の尊重をベースとした生活感、家事一般など、意識的に実施されているＯ
ＪＴに加えて、総合的な人材育成計画、並びに個別研修計画を策定することが望まれます。

◎施設間移動の困難さ
「わかすぎ学園」から「桜」への移動をどう円滑にすすめるか。また、事情があって「桜」から
「わかすぎ学園」に子どもを戻す時の難しさを感じます。「わかずき学園」での集団生活に比べ、
かなり家庭に近い、家庭と同様な生活の習慣は「わかすぎ学園」とは異なる面も多く、なじんでい
くことの困難さから、特に戻す時の職員の円滑な働きかけは大変な業務と判断できます。こうした
ことの実例、実践例を集積して職場研修の材料として活かしていく取り組みに期待します。



　　本調査票は、貴事業所の基本的な概要について記載していただくものです。

　　

 22 年 12 月 10 日

)

名 19 年 4 月 1 日

【本来事業に併設して行っている事業】

北海道福祉サービス第三者評価・基本調査票

支援主任

本調査票の記入日： 平成

　　社会福祉法人　室蘭言泉学園

種別 　児童養護施設地域小規模グループケア　桜

事業者名

（法人名）

開設年利用定員

事業所名

（施設名）

事業所所在地

ＵＲＬ

施設長氏名

〒

理念・基本方針：私たち社会福祉法人室蘭言泉学園は、ここに基本理念を策定し個人の尊厳と人権
擁護に基づく倫理観を共有し、専門的知識と技術によって利用する人たち一人ひとりの自己実現と
地域福祉の向上に貢献するためここに基本理念を定めます。
私たちは、人間の尊厳を支える組織として一人ひとりの人格を尊重し、その成長を支援します。私
たちは常に利用者本位の立場に立って、そのニーズに応えヒューマンサービスの質の向上に最善を
つくします。私たちは、地域社会の福祉の担い手として福祉課題を積極的に掘り起こし、それに取
り組みます。私たちは社会福祉法人として、多機能で選択肢があり継続的なサービスを提供できる
経営を目指します。

０５１－０００３

室蘭市母恋南町２丁目６２番９０号

（通所施設のみ）

http://www5.plala.or.jp/gensen

菅野　登一郎

（例）身体障害者施設における通所事業（定員○名）

　

０１４３－２２－８２８２

sakurahome@topz.plala.or.jp

０１４３－２２－８２８２電　話

ＦＡＸ

E-mail

皆川　愛菜 （所属、職名：

平成

調査対応ご担当者

　　開所時間

6



○年齢構成（成人施設の場合（老人福祉サービスを除く））

名 名 名 名 名 名

名 名 名 名 名 名

名

○年齢構成（高齢者福祉施設・高齢者福祉サービスの場合）

名 名 名 名 名 名

名 名 名 名

○年齢構成（児童福祉施設の場合（乳児院、保育所を除く））

名 名 名 名 名 名

名 名 名 名 名 名

名 名 名 名

○年齢構成（保育所の場合）

名 名 名 名 名 名

名 名 名

9～10歳未満7～8歳未満

6

1歳未満 1～6歳未満

10～11歳未満 11～12歳未満 12～13歳未満

合　計

合　計

30～35歳未満

45～50歳未満40～45歳未満

【利用者の状況に関する事項】（平成２２年１２月１日現在にてご記入ください）

18～20歳未満

1

8～9歳未満

５歳児 ６歳児

25～30歳未満20～25歳未満18歳未満

合　計

75～80歳未満65～70歳未満 70～75歳未満

35～40歳未満

50～55歳未満 65歳以上55～60歳未満 60～65歳未満

14～15歳未満 15～16歳未満

1

２歳児 ３歳児6ｹ月未満 6ｹ月～1歳3ｹ月未満 1歳3ｹ月～2歳未満

18歳以上17～18歳未満

3

16～17歳未満

４歳児

合　計

1

6～7歳未満

13～14歳未満

85～90歳未満80～85歳未満65歳未満

90～95歳未満 95～100歳未満 100歳以上



○障害等の状況

・身体障害（障害者手帳を所持している利用者についてご記入ください。）

名 名 名 名 名 名 名

名 名 名 名 名 名 名

名 名 名 名 名 名 名

名 名 名 名 名 名 名

名 名 名 名 名 名 名

名 名 名 名 名 名 名

※区分が異なる複数障害で等級の認定がなされている場合は「重複障害」に記入ください。

 

・精神障害（精神障害者保健福祉手帳を所持している利用者についてご記入ください。）

その他の精神疾患 名

視覚障害

音声・言語、そしゃく機能の障害

障害区分

名

名

２級

名

・知的障害（療育手帳を所持している利用者についてご記入ください。）

聴覚又は平衡機能の障害

肢体不自由

１級 ３級 ６級５級４級

名

名

名

名

名

合　　計

名

３級精神疾患の区分 １級

名

名

名

最重度・重度

合　計 名 名名

器質精神病 名

２級

名

内部障害（心臓･腎臓､ぼうこう他）

非定型精神病

名

名統合失調症

そううつ病

名

軽度

名

名

名

名てんかん

中毒精神病 名

名名

名

名

名 名

中度

重複障害（別掲）

名

名

７級



○サービス利用期間の状況(保育園を除く）

名 名 名 名 名 名

名 名 名 名 名 名

名 名 名 名 名 名

名 名 名 名

  ）

　、

○職員配置の状況

名 名 名 名 名

名 名 名 名 名

名 名 名 名 名

名 名 名 名 名

名 名 名 名 名

名 名 名 名 名

※高齢者福祉サービスでは「指導員」を「（生活・支援）相談員」と読み替えてください。

※保健師・助産師・準看護師等の看護職は「看護職」の欄にご記入ください。

○職員の資格の保有状況

名 （

名 （

名 （

名 （

名 （

（非常勤職員の有資格者数は（　）に記入）

社会福祉士

保育士

調理員等

名）

名）

1

６年～７年

管理栄養士・栄養士

主任介護職員

非常勤

常勤

11年～12年

　

名）

名）

名）

介助員 医師

20年以上

12年～13年 14年～15年

２．１年

15年～16年

主任指導員

３年～４年１年～２年

19年～20年18年～19年

５年～６年

６か月～１年

3

介護福祉士

 

常勤

７年～８年

２年～３年

８年～９年

保育士

（平均利用期間：

指導員

９年～10年

４年～５年

16年～17年

3

10年～11年

非常勤

2

3

施設長総数

13年～14年

 

非常勤

事務員

1

常勤

17年～18年

その他

1

OT、PT、ST看護職

3

介護職員



【施設の状況に関する事項】

　※耐火・耐震構造は新耐震設計基準（昭和５６年）に基づいて記入。

○児童養護施設の場合

年

　耐震
（３）耐火・耐震構造

　耐震

（１）建物面積
　　（保育所分）

　耐火

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㎡

（２）園庭面積

（３）建築年

（１）建物面積

平成

（２）耐火・耐震構造

（例）徒歩3分のどんぐり公園（300平米ぐらい）に行って外遊びを行っている。

○成人施設の場合

（４）改築年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㎡

○保育所の場合

（注）園庭スペースが基準を
満たさない園にあっては、代
替の対応方法をご記入くださ
い。

年

昭和 年

　耐火

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㎡

（６）改築年 平成

　耐震
（４）耐火・耐震構造

年

（２）建物面積

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㎡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １１９.０７㎡

（５）建築年 昭和 年

　耐火

（３）敷地面積

（５）改築年 平成

（４）建築年 昭和 年

（１）処遇制の種別（該当にチェック） ・大舎制 ・中舎制 ・小舎制

１．はい ２．いいえ

１．はい ２．いいえ

１．はい ２．いいえ

１．はい ２．いいえ

１．はい ２．いいえ

１．はい ２．いいえ



 人

・ボランティアの業務

【実習生の受け入れ】

　　　　　 人

　　　　　 人

　　　　　 人

【サービス利用者からの意見等の聴取について】

【その他特記事項】

               

年度における実習生の受け入れ数（実数）

　貴施設（事業所）において、提供しているサービスに対する利用者からの意見を聞くためにどの
ような取り組みをされていますか。具体的にご記入ください。

21

社会福祉士 3

お話し会の活用、及び担当職員と児童の個別に話し合う場を必要に応じて設けている。

年度におけるボランティアの受け入れ数（延べ人数）・平成

・平成

その他                

介護福祉士

【ボランティア等の受け入れに関する事項】



評価結果詳細（児童養護施設）

第三者評価結果 コメント

Ⅰ－１－（１）－①　理念が明文化されている。 ａ

理念は法人経営の拠り所として、法人事業概要
2010の冒頭に明文化している。策定にあたって
は、職員アンケートなどをベースとして施設長
が原案を作成した。その柱のひとつとして「利
用者本位」が謳われており、子どもの権利擁護
の精神を反映している。また、施設内掲示、職
員に配布しているサポートマニュアルなどへの
記載を確認した。

Ⅰ－１－（１）－②　理念に基づく基本方針が明文
化されている。 ａ

理念に基づく10ヶ条の「行動指針」を策定して
おり、理念と併せて施設内に掲示し、法人事業
概要2010・サポートマニュアルにも記載してい
る。内容は具体的に整理しており、アクション
プラン22で計画しているとおり、基本理念共有
化委員会を中心として職員の共有化を図るため
の行動規範として機能している。

Ⅰ－１－（２）－①　理念や基本方針が職員に周知
されている。 ａ

法人理念や行動指針の職員周知の基本方針は事
業所の課長で構成する企画調整会議で推進して
きたが、平成21年度の取り組みでは充分な浸透
を図れなかったため、基本理念共有化委員会を
設立して職員会議・支援会議での周知強化を
図っている。基本理念共有化委員会では、事業
のモニタリングを実施し、次年度の事業計画に
反映させる役割も担っている。また、初任者研
修でも内容説明を実施している。「桜」では、
職員交代時の引継において確認・周知を図って
いる。

Ⅰ－１－（２）－②　理念や基本方針が利用者等に
周知されている。 ａ

入所時、及び年1回開催する保護者懇談会におい
て、詳細な説明を行っている。上記の基本理念
共有化委員会における職員への理解促進状況
は、直近の保護者懇談会や理事会で報告するこ
とになっている。児童においては、「生活懇談
会」や「お話し会」を通じて、随時、生活日
課・課題について話し合い、今後は、自主的な
児童会を立ちあげて理解を深めていくことを目
指している。

第三者評価結果 コメント

Ⅰ－２－（１）－①　中・長期計画が策定されてい
る。 ａ

法人事業概要2010に「社会福祉法人室蘭言泉学
園中期事業計画【平成22年度～平成25年度】」
が確認できる。策定期日は、平成21年度第5回理
事会開催日の平成22年3月29日であり、理念・行
動指針策定時の法人内協議などを反映してい
る。状況にあわせた見直しが必要になった場合
は作業委員会を開催し、計画の進捗状況・評価
は随時、企画調整会議、理事会、保護者懇談会
に報告することとしている。

Ⅰ－２－（１）－②　中・長期計画を踏まえた事業
計画が策定されている。 ａ

中期事業計画は、当該年度の事業計画・アク
ションプランと連動して推進している。アク
ションプランは中期計画と当該年度事業計画を
結ぶ具体的な指標としての役割を担い、企画調
整会議における月次モニタリングの結果を「現
況報告」として集約している。（数値目標達成
率、経営指標など）

評　価　細　目　の　第　三　者　評　価　結　果（児童養護施設）

Ⅰ－１－（１）　理念、基本方針が確立されている。

評価対象Ⅰ　福祉サービスの基本方針と組織

Ⅰ－１　理念・基本方針

Ⅰ－１－（２）　理念、基本方針が周知されている。

Ⅰ－２－（１）　中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。

Ⅰ－２　事業計画の策定
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評価結果詳細（児童養護施設）

Ⅰ－２－（２）－①　事業計画の策定が組織的に行
われている。 ａ

前年度アクションプランの評価を基に中期計画
の進捗状況を計り、次年度の事業計画・アク
ションプランの目標設定に反映している。デー
タ集約により、各事業所、各委員会から提出さ
れた数値・意見などを企画調整会議で評価し、
法人全体の方向性を決定するシステムが確立し
ている。毎月、事業計画担当者がモニタリング
を行っている。

Ⅰ－２－（２）－②　事業計画が職員に周知されて
いる。 ａ

部門横断的な「企画調整会議」、職員会議（前
年度12回開催）、支援会議（前年度17回開催）
などを通じ、職員への周知は徹底している。

Ⅰ－２－（２）－③　事業計画が利用者等に周知さ
れている。 ａ

利用者との意見交流会において施設の考え方を
説明するとともに、保護者懇談会の場で施設長
が直接、説明を実施している。また、児童にお
いては、随時開催される「お話し会」が説明・
意見交換の場として機能している。

第三者評価結果 コメント

Ⅰ－３－（１）－①　管理者自らの役割と責任を職
員に対して表明している。 ａ

理念・行動指針の策定にあたり、アンケートな
どにより職員の意見を集約し、施設長自身が原
案を提案するなど、積極的な取り組みが認めら
れる。理念に基づく緊急課題に対応すべく中期
事業計画・アクションプランを策定し、組織の
機能強化を重点事項として各種会議を主催し、
自身の考えを明確に表明している。

Ⅰ－３－（１）－②　遵守すべき法令等を正しく理
解するための取組を行っている。 ｂ

行動指針4としてコンプライアンスの遵守を明示
している。アクションプランでコンプライアン
ス対応事業を計画したが未着手だった。管理者
として積極的な研修参加・情報の把握が確認さ
れ、組織ルールの確立は会議などで浸透を図っ
てきているが、法人内の共有マニュアルや情報
システムなどに、さらなる課題を残している。

Ⅰ－３－（２）－①　質の向上に意欲を持ちその取
組に指導力を発揮している。 ａ

施設長自ら理念・行動指針に基づく中期事業計
画・アクションプラン策定時に基本的考え方を
示すとともに、行動指針9・10において、質の高
いサービス提供の義務と専門的な知識や技術の
習得によるサービス提供の義務を明示してい
る。またサービス向上対応委員会による相談・
苦情・心配事の把握に努めるとともに、職員会
議・本人保護者参加会議・企画調整会議などに
より徹底を図っている。

Ⅰ－３－（２）－②　経営や業務の効率化と改善に
向けた取組に指導力を発揮している。 ａ

中期事業計画を具体化するアクションプラン22
の2項に本部機能を見直し組織力の強化と組織機
構の充実を図る旨が明示されている。具体的に
は、看護職・心理職などの独自の人員配置や、
ガバナンス・コンプライアンスの強化に努めて
いる。今後は、企画調整会議の充実をめざし、
法人内にガバナンス担当の企画調整室を常設す
ることや、公正な職員評価に基づく給与見直し
にも着手することを予定している。

第三者評価結果 コメント

Ⅱ－１－（１）－①　事業経営をとりまく環境が的
確に把握されている。 ａ

室蘭児童相談所の連絡会、地域における諸活動
を通じて地域の福祉情報の把握に努めている。
職員の職種・キャリアに応じて、専門的な最新
情報などを把握するため道内外の研修に職員を
定期的に派遣している。個々の利用者の生活
ニーズに応じたサービス提供とともに就学・就
労支援などの一貫した生活支援を各種計画に反
映している。

Ⅱ－１－（１）　経営環境の変化等に適切に対応している。

評価対象Ⅱ　組織の運営管理

Ⅰ－３－（２）　管理者のリーダーシップが発揮されている。

Ⅱ－１　経営状況の把握

Ⅰ－２－（２）　事業計画が適切に策定されている。

Ⅰ－３－（１）　管理者の責任が明確にされている。

Ⅰ－３　管理者の責任とリーダーシップ
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評価結果詳細（児童養護施設）

Ⅱ－１－（１）－②　経営状況を分析して改善すべ
き課題を発見する取組を行っている。 ａ

中期事業計画、アクションプランと連動した
「経営指標」（職員勤続年数、人件費比率、事
業収支比率、経常収支差額比率、純資産比率な
ど）を設定している。法人経営に関する統計
データと平成21年度経営指標を集約し、企画調
整会議で分析し課題発見に努めている。

Ⅱ－１－（１）－③　外部監査が実施されている。 ａ

顧問税理士が毎月の会計状況、経理処理を
チェックしている。指導された事項について
は、適宜、改善し、行政監査や決算への的確な
対応を図っている。

第三者評価結果 コメント

Ⅱ－２－（１）－①　必要な人材に関する具体的な
プランが確立している。 ｂ

社会福祉施設における労務管理の共通的課題と
して、非正規職員の増大、職員処遇の低下など
を認識している。アクションプラン22におい
て、組織力の強化と職員の資質向上の両面から
人事管理の必要性を強調している。その成果と
して、看護職・心理職・就労支援員を独自に配
置している。また、法人の障害者雇用は5名で、
計画的に数値目標を設定して進めている。一方
で、現任職員への専門資格取得の積極的支援が
仕組みとして確立されておらず、検討課題とい
える。「桜」は正職員2名、パート職員3名で、
小規模施設として本部とは異なる生活全般にか
かるスキルが求められ、ＯＪＴによる育成を模
索している。正職員の責任、負担が本部よりも
大きいことが実感され、今後の課題といえる。

Ⅱ－２－（１）－②　人事考課が客観的な基準に基
づいて行われている。 ｃ

アクションプラン22では、人材育成、能力開発
の推進、職員の増員を当面の目標とし、本部機
能の強化に向けたステップとして、パート職員
の処遇に関する規程整備、公正な処遇の基盤と
しての評価制度の導入、資格給などを含めた給
与規定の見直しを、平成23年度以降の2ヶ年で実
現することを計画している。

Ⅱ－２－（２）－①　職員の就業状況や意向を把握
し必要があれば改善する仕組みが構築されている。 ａ

人員体制など、人材に関する基本的考え方は、
アクションプランに明記している（上記）。有
給休暇、時間外勤務の実情は統計データとして
把握し、組織内の指標として活用している。定
期的な職員面談とともに、「配属先希望制度」
により職員の意向を把握する取り組みが確立し
ている。また、育児休業も就業規則に定めてい
る。

Ⅱ－２－（２）－②　職員の福利厚生や健康の維持
に積極的に取り組んでいる。 ａ

福利厚生センターに加入している。厚生省告示
第116号などに示されている「従事者の健康の保
持増進」として、定期的健康診断のほか、イン
フルエンザ予防接種料負担がある。また「余暇
活動の充実」に向け、リフレッシュ休暇制度を
実施している。

Ⅱ－２－（３）－①　職員の教育・研修に関する基
本姿勢が明示されている。 ａ

若い職員が多くなってきており、初任者→中堅
→専門職のステップを意識した研修体系を導入
している。行動指針10に福祉の専門職としての
知識･技術の習得を明記し、アクションプランの
研修強化事業を指標としている。各事業所ごと
に全職員が年4回の一貫したテーマによる研修を
受けることにしているが、初年度から、あえて
ハードルを高く設定したため、平成21年度は達
成率54%であった。また、利用者の視点を理解す
るため、保護者を講師とするカリキュラムを企
画するなど、意欲的な取り組みを確認した。

Ⅱ－２－（１）　人事管理の体制が整備されている。

Ⅱ－２－（２）　職員の就業状況に配慮がなされている。

Ⅱ－２－（３）　職員の質の向上に向けた体制が確立されている。

Ⅱ－２　人材の確保・養成
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評価結果詳細（児童養護施設）

Ⅱ－２－（３）－②　個別の職員に対して組織とし
ての教育・研修計画が策定され計画に基づいて具体
的な取組が行われている。

ｂ

サポートマニュアル2010の運営の重点項目2に、
具体的な研修計画の枠組みを示している。「支
援方法の学習会」「障がい理解の学習会」「他
職員による復命研修」として、多様なテーマの
中から、全職員が希望する学習会に参加する。
また、日常実践におけるＯＪＴを重視し、管理
者がスーパーバイザーの役割を果たしている。
しかし、個別の研修計画という形にはなってお
らず、さらなる目標・課題として検討が望まれ
る。

Ⅱ－２－（３）－③　定期的に個別の教育・研修計
画の評価・見直しを行っている。 ｂ

各事業所の研修状況を法人全体で共有し、法人
として把握している研修情報を事業所に提供し
ている。また、各事業所の研修担当者への研修
を実施し、各事業所単位の研修推進に係る基盤
を強化している。年間の研修受講状況は研修強
化事業の評価とあわせて年度末の反省会に諮
り、2月の企画調整会議に新たな具体案を提出
し、新年度事業計画などに反映している。上記
と同様、個別研修計画が課題である。

Ⅱ－２－（４）－①　実習生の受入れと育成につい
て基本的な姿勢を明確にした体制を整備し、積極的
な取組をしている。

ａ

「2010実習の案内」に、実習の目的、実習生に
求める基本的姿勢、実習内容、留意点、実習で
提供可能な資料一覧、講義一覧などを、詳細に
記載している。また、実習中の事故などへの責
任の所在については、実習受け入れに伴う文書
中に明記していることを確認した。従来は、法
人の実習委員会で対応してきたが、実習生受け
入れに関する共通認識を確立したことで、各事
業所に実習担当者を設置して対応することが可
能である。実習内容は、「日課に伴う援助計
画」に記載されている実習生の役割に従って進
めている。種類別の実習計画は、実習生が提出
する実習計画をベースに事業所ごとに設置して
いる実習担当者が策定するため、施設特性にあ
わせた対応が可能となっている。

第三者評価結果 コメント

Ⅱ－３－（１）－①　緊急時（事故、感染症の発生
時など）における利用者の安全確保のための体制が
整備されている。

ａ

感染委員会・法人虐待防止部会を設置し、保健
衛生支援計画・法人虐待防止体制として対応を
整理している。マニュアルとしては、衛生管理
マニュアル・虐待防止マニュアル・事故発生時
における報告取り扱い要領を策定している。ま
た、感染対策のための自主点検表を整備し日常
的な防止策を採り、職員への意識啓発・研修を
実施している。

Ⅱ－３－（１）－②　災害時に対する利用者の安全
確保の取組を行っている。 ａ

防災訓練支援計画・消防計画を策定し、年13回
（毎月）防災訓練を実施している。また、防
火・防災管理委員会を設置し、防火・防災管理
委員会計画として利用者を含めた対応を整理し
ている。マニュアルとしては、土砂災害警戒指
定地域に伴う防災マニュアル、事故発生時にお
ける報告取り扱い要領を策定しており、防災関
係機関の連絡先一覧を整備している。

Ⅱ－３－（１）－③　利用者の安全確保のためにリ
スクを把握し、対策を実行している。 ｂ

施設設備・備品などの管理担当者を詳細に設定
し、日常的な安全確保対策を図っている。個別
事例についても、原因分析・防止策などを職員
が共有しているが、より具体的な防止策の根拠
資料などを整備して、いわゆるヒヤリハット事
例集という形で集約することに期待したい。

Ⅱ－３　安全管理

Ⅱ－２－（４）　実習生の受入れが適切に行われている。

Ⅱ－３－（１）　利用者の安全を確保するための取組が行われている。
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評価結果詳細（児童養護施設）

第三者評価結果 コメント

Ⅱ－４－（１）－①　利用者と地域とのかかわりを
大切にしている。 ａ

理念に地域福祉の担い手としての役割を明記し
ている。事業所としての重点項目にも、地域活
動の場の拡大とボランティアの開拓を通じた利
用者の生活支援を挙げ、地域・ボランティア計
画として活動を具体化している。町会運動会、
母恋神社祭、市民マラソンなどの地域行事に積
極的に参加し、個別の買い物などへの支援も社
会参加の一環として計画的に実施している。

Ⅱ－４－（１）－②　事業所が有する機能を地域に
還元している。 ａ

施設設備・スペースの開放など、ハード面での
地域還元は限定的であるが、児童福祉の専門機
関として、職員研修を保護者や地域住民へ公開
するなど、ソフト面での地域還元は積極的に
行っている。「桜」としては、施設の性格上、
法人本部との連携により実施している。

Ⅱ－４－（１）－③　ボランティア受入れに対する
基本姿勢を明確にし、体制を確立している。 ａ

ボランティア受入委員会を設置し、地域・ボラ
ンティア計画により、法人としてのでボラン
ティア受け入れに関する基本姿勢を明文化して
いる。受け入れにあたっては、留意点に関する
研修を実施し、定期的ボランティアの育成にも
積極的に取り組んでいる。「桜」としては、施
設の性格上、法人本部との連携により実施して
いる。

Ⅱ－４－（２）－①　必要な社会資源を明確にして
いる。 ｂ

施設運営・活動に必要な社会資源の連絡リスト
は、関係機関住所録という形で把握している。
この内容については職員にも周知しているが、
文書綴や職員個々の資料として保管され、電話
周辺などの事務所内掲示はしていなかった。臨
機応変な対応が生じた場合などを想定し、事業
所内共有の方法を検討することを期待したい。

Ⅱ－４－（２）－②　関係機関等との連携が適切に
行われている。 ａ

法人全体としては、室蘭市虐待防止協会、室蘭
児童相談所など、公的機関との連携は密に取っ
ている。教育機関関係でも、地域の小学校との
懇談会（年1回）のほか、障害児の生活支援に関
わる相談・研修など、地域の専門機関としての
存在を示している。また、町会やスポーツ少年
団などの地域資源とも共存関係を築き、地域に
根差したネットワークの一翼を担っている。

Ⅱ－４－（３）－①　地域の福祉ニーズを把握して
いる。 ａ

現在、法人内の児童養護施設で生活をしている
児童の30％が虐待を経験している。そのほか
に、これまで児童とともに培ってきた様々な生
活課題と向きあう専門性への信頼を背景に、
ショートステイ、夜間ホットライン、一時保護
を市から受託し、市全域のニーズを把握し対応
している。「桜」は、その一環としての機能を
法人内で発揮し、連携している。

Ⅱ－４－（３）－②　地域の福祉ニーズに基づく事
業・活動が行われている。 ｂ

法人としては、地域において、児童福祉の専門
性を発揮し、地域の新たなニーズ対応として、
子育て電話相談や職員の派遣など、付加価値と
しての支援を計画し展開しつつある。「桜」
は、その一環としての機能を法人内で発揮し、
連携している。

Ⅱ－４　地域との交流と連携

Ⅱ－４－（２）　関係機関との連携が確保されている。

Ⅱ－４－（３）　地域の福祉向上のための取組を行っている。

Ⅱ－４－（１）　地域との関係が適切に確保されている。
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評価結果詳細（児童養護施設）

第三者評価結果 コメント

Ⅲ－１－（１）－①　利用者を尊重したサービス提
供について共通の理解をもつための取組を行ってい
る。

ａ

法人として利用者一人ひとりを尊重をする旨基
本理念・行動指針に明示している。担当職員は
基本理念・行動指針を共有し、生活の質の向上
に向けサービス提供に努めている。小学1年生か
ら中学1年生まで6人の子どもが、一軒家で家庭
的環境の中で生活し、基本的な生活習慣及び技
術を身につけ、社会自立につながっていくよう
職員は支援している。個々の人格を尊重し互い
を思いやる気持ちを育ませ、安心かつ快適な生
活リズムを目指している。

Ⅲ－１－（１）－②　利用者のプライバシー保護に
関する規程・マニュアル等を整備している。 ｂ

行動指針にプライバシー保護を明記している。
虐待の手引きではプライバシー侵害は人格的虐
待として位置づけており、職員の虐待防止のた
めのセルフチェックリストには、プライバシー
に関する項目を入れて、意識を促している。子
ども宛の手紙の開封はしない、入室はノックで
了解を取る、女子の居室に男子は入室しないな
どのルールを職員・子ども間の話し合いで確認
し、個人の生活領域の尊重・プライバシーへの
配慮を子ども同士、子どもと職員間で共有して
いる。今後、具体的なプライバシーに関するマ
ニュアルを整備することに期待したい。

Ⅲ－１－（２）－①　利用者満足の向上を意図した
仕組みを整備し、取組を行っている。 ａ

生活支援計画の重点支援目標に「話し合いを通
して子ども達の意見を汲み上げ、それぞれがよ
り生活しやすい場となるよう努める」ことを明
示している。原則週に1回及び課題によっては必
要に応じて「お話し会」を設定し、子ども達と
自由に意見交換している。小さい子は意見をだ
しづらい場合もあり、個別対応の配慮もしてい
る。話し合いによりルールを変えることも可能
で、子どものやりたいことを実現させていくこ
とに弾力的に取り組んでいる。子ども主体の行
事を、毎月1回実施することを目標に取り組んで
いる。

Ⅲ－１－（３）－①　利用者が相談や意見を述べや
すい環境を整備している。 ａ

小規模施設の利点を活かし、ルールに縛られな
い実践を目指している。スタッフ2名に3名ずつ
一応担当を決めているが、6名の複雑な事情を背
景にした子どもに密着することで、どの職員に
どんな相談をぶつけていくのかは、子どもが選
択できる。このことは職員の力量が厳しく求め
られる部分であり、職員も資質・能力アップに
努めている。

Ⅲ－１－（３）－②　苦情解決の仕組みが確立され
十分に周知・機能している。 ｂ

職員は子ども達の声を日常的に時間を区切るこ
となく受け止め、自由さ、気軽さの中で、苦情
なども引き出していくことに努めている。計画
変更希望などを受け、まず、主任が見て、話し
て、解決し、また、解決不可の案件はサービス
向上対応委員会にあげている。しかし、保護者
に対し苦情解決審査委員の連絡先を明示してい
ない。また、結果の公表は相談者への説明に留
まっている。解決結果は、申出者に配慮の上、
保護者への公表に加え、子ども達にも分かりや
すく公表する仕組みの整備に期待したい。

Ⅲ－１－（３）－③　利用者からの意見等に対して
迅速に対応している。 ａ

子ども6人との話し合いは、原則週に1回及び課
題発生の都度開催している。個別には日常的に
いろいろ話しができる家庭的な環境も整ってい
る。基本的に法人本部につなぐ問題もあるが、
原則、「桜」の中で随時・迅速に対応していく
ことを、法人として職員に指示している。施設
での余暇の過ごし方としての工作教室のメ
ニューを選択性にするなど、子ども達の幅広い
意見の汲み取りに努めている。

Ⅲ－１－（１）　利用者を尊重する姿勢が明示されている。

Ⅲ－１　利用者本位の福祉サービス

Ⅲ－１－（２）　利用者満足の向上に努めている。

評価対象Ⅲ　適切な福祉サービスの実施

Ⅲ－１－（３）　利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。
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評価結果詳細（児童養護施設）

第三者評価結果 コメント

Ⅲ－２－（１）－①　サービス内容について定期的
に評価を行う体制を整備している。 ｂ

職員による支援会議、企画調整会議で定期的に
モニタリングしている。毎年2月に年度末反省会
を行い評価している。わかすぎ学園で取り組む
大きな行事などに、利用者とともに参加したり
実行委員として取り組むことで、職員同士の意
見交換や事業の評価に参画している。自己評価
は実施していない。この度、第三者評価を実施
したことから、今後ともサービス内容につい
て、定められた評価基準に基づき定期的な評
価・見直しの実施に期待したい。

Ⅲ－２－（１）－②　評価の結果に基づき組織とし
て取り組むべき課題を明確にし、改善策・改善実施
計画を立て実施している。

ｂ

毎月事業計画のモニタリングをして、企画調整
会議を通し月次報告している。職員アンケート
を実施したり、虐待防止のための職員セルフ
チェックリストの集計結果から課題を明確にし
ている。課題を職員は共有している。今後は、
定期的に自己評価などを実施して、一層取り組
むべき課題を明確にし、改善策を立てられるこ
とに期待したい。

Ⅲ－２－（２）－①　提供するサービスについて標
準的な実施方法が文書化されサービスが提供されて
いる。

ａ

支援手引書の各支援計画に目標・ねらい・着眼
点や手引きを明示し、職員はこれに準拠した取
り組みを進めている。生活の支援計画など、大
枠の計画は年度当初にきちんと整備している。
家庭的な環境の最大限の活用による支援に取り
組んでいる。職員は提供するサービスを日常的
な取り組みとして整理し文書化して、少人数の
養育環境の中で信頼関係構築による「桜」とし
てのルール化（マニュアル化）策定に努めてい
る。

Ⅲ－２－（２）－②　標準的な実施方法について見
直しをする仕組みが確立している。 ａ

家庭に準拠した生活をサポートすることを目標
としていて、大枠のルール、行事などへの参加
や日常生活の動き、子どもへの個別相談などで
標準的サービスを組み立てている。「お話し
会」で見直しの提案があれば、皆で話し合う体
制ができている。

Ⅲ－２－（３）－①　利用者に関するサービス実施
状況の記録が適切に行われている。 ａ

わかすぎ学園と同様な様式による記録化をすす
めている。業務日誌や個別支援経過記録（生活
記録と重点支援経過記録）、個別重点月間集約
表、支援会議録綴、心理療法関係綴、通院など
の保健記録、学校関係の記録などがある。子ど
も達の記録は担当職員が分担して記録し、支援
計画の見直しなどに活かしている。支援経過は
アセスメント記録とともに個々人のファイルと
している。客観性を保持する記録の技術的向上
について検討している。

Ⅲ－２－（３）－②　利用者に関する記録の管理体
制が確立している。 ａ

法人として個人情報保護規定を策定し方針を明
確にしている。記録管理の責任者、記録の保
管・保存・廃棄に関する規程がある。開示など
に関する手続きを明示し、利用者同意書があ
る。職員誓約書とともに、Ｑ＆Ａを設けて理解
を促している。小規模の住宅の中で職員のス
ペースとして1室をきちんと確保し、情報管理に
あたっている。

Ⅲ－２－（３）－③　利用者の状況等に関する情報
を職員間で共有化している。 ａ

常に担当職員2名で支援にあたっており、情報共
有に努めている。職員と介助員（非常勤）によ
る引き継ぎは、口頭のほか個別のメモなどを利
用しており、情報の記録化もすすめている。

Ⅲ－２－（１）　質の向上に向けた取組が組織的に行われている。

Ⅲ－２　サービスの質の確保

Ⅲ－２－（２）　提供するサービスの標準的な実施方法が確立している。

Ⅲ－２－（３）　サービス実施の記録が適切に行われている。
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評価結果詳細（児童養護施設）

第三者評価結果 コメント

Ⅲ－３－（１）－①　利用希望者に対してサービス
選択に必要な情報を提供している。 ａ

わかすぎ学園入所者及び保護者へ、分園施設と
してのグループケア「桜」への移動について周
知している。「桜」での生活は、ルール、食事
や入浴、洗濯など家庭に近い形ですすめてい
る。平成19年開設以来、様々な経験をさせ、社
会自立に向けた生活習慣・技術を習得できるよ
う支援することを重点項目とし、事業は定着に
向かっている。

Ⅲ－３－（１）－②　サービスの開始にあたり利用
者等に説明し同意を得ている。 ａ

わかすぎ学園から「桜」への移動にあたり支援
課長が子どもと面談し、家庭的な環境・地域化
による支援について説明し同意を得ている。同
意が得られない場合は強制しないルールができ
ている。あわせて保護者からの同意も取ってい
る。

Ⅲ－３－（２）－①　事業所の変更や家庭への移行
などにあたりサービスの継続性に配慮した対応を
行っている。

ａ

わかすぎ学園から「桜」への移動にあたり本
人、保護者への事前説明を十分行っている。移
動するにあたり、心の準備として最低1ヶ月程の
待機期間を設定し子どもの動揺を抑えるなど配
慮している。自分でやるべきこと・できること
を自発的に行動できるよう、また、家庭生活に
近い形で社会ルールなどを身につけていけるよ
う支援を行っている。希望により、わかすぎ学
園へ戻ることも可能である。

第三者評価結果 コメント

Ⅲ－４－（１）－①　定められた手順に従ってアセ
スメントを行っている。 ｂ

児童調査票（生活状況や身体状況）は、児童相
談所からの措置時点の情報書類を基に作成して
いる。その後1ヶ月の間、行動観察記録をつけて
改めて子どもの状態を確認し、嘱託医の診断や
意見を基にケース会議を開いて、提供された情
報との相違や状況に応じて再アセスメントを
行っている。わかすぎ学園から「桜」に移動す
る時のアセスメントシートは、子どもの虐待
歴、家庭環境などをベースとして、わかすぎ学
園での成長、生活内容などを加味したものにな
ることを期待したい。

Ⅲ－４－（２）－①　サービス実施計画を適切に策
定している。 ａ

個別の支援計画は職員2名が検討し、さらに支援
課長、施設長と協議して策定している。この前
段階で、保護者及び子ども達から意見を聞くこ
とを常態化しており、手順を明確に定めてい
る。

Ⅲ－４－（２）－②　定期的にサービス実施計画の
評価・見直しを行っている。 ａ

支援計画の見直しは、月々の生活記録、過去の
支援計画の評価などを元に年2回ケース会議によ
り見直し作業をすすめている。緊急な問題発生
の場合は、都度、ケース会議を開催する仕組み
になっている。

Ⅲ－３　サービスの開始・継続

Ⅲ－３－（１）　サービス提供の開始が適切に行われている。

Ⅲ－３－（２）　サービスの継続性に配慮した対応が行われている。

Ⅲ－４－（１）　利用者のアセスメントが行われている。

Ⅲ－４－（２）　利用者に対するサービス実施計画が策定されている。

Ⅲ－４　サービス実施計画の策定
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評価結果詳細（児童養護施設）

第三者評価結果 コメント

Ａ－１－（１）－①　　子ども自身が自分たちの生
活全般について自主的に考える活動（施設内の自治
会活動等）を推進し、施設における生活改善に向け
て積極的に取り組んでいる。

ｂ

「お話し会」は、子ども達が意見を出しあい聞
きあう場として、必要に応じて不定期に実施し
ている。子どもから議題を提案させ、職員が側
面から支援しているが、子どもの本音は職員と
の個別対応の中から出てくることも多い。余暇
活動に対する選択制の導入は、子ども自らの発
案で実施した。今後、本体施設の子ども会に参
加することも視野に入れていることから、「お
話し会」の進行役や議事録の作成などを子ども
に任せるなど、子どもが自主的に考える活動
を、一層積極的に支援していくことに期待した
い。

Ａ－１－（１）－②　　施設の行う援助について事
前に説明し、子どもが主体的に選択（自己決定）で
きるように支援している。

ａ

行事や余暇活動は、子どもが主体的に選択・参
加できるように工夫している。地域少年団や、
クラブ活動への参加・習いごとも子どもの要望
に応じて対応できるよう、情報提供をしてい
る。日課表の変更など「桜ルール」の確認を全
体で話し合い、主体的に選択できる機会をつ
くっている。情報提供では、発達段階と個別な
対応を心がけ、子どもの意思を確認している。

Ａ－１－（１）－③　　多くの生活体験を積ませる
中で、子どもがその問題や事態の自主的な解決等を
通して、健全な自己の成長や問題解決力を形成でき
るように支援している。

ａ

季節の行事や、町内会のお祭り、本体施設との
合同行事、キャンプなどの自然体験など、様々
な機会を提供している。特に、野菜畑づくりで
は、子どもを中心にして草取り、水遣りなどに
積極的に取り組み、天候不順や不作などを経験
しながら、収穫した食材を使った調理などを体
験し、喜びに繋げている。休日には、生活日課
として、玄関やトイレ・風呂などの共有部分の
掃除を子ども達が担当し、一緒に協力しあう生
活の場であることを認識させている。

Ａ－１－（１）－④　　多くの人たちとのふれあい
を通して、子どもが人格の尊厳を理解し、自他の権
利を尊重し共生ができるよう支援している。

ａ

子どもと個別に触れあう時間を意図的に取り、
充分に気持ちを受け止めることを優先してい
る。喧嘩の仲裁では、喧嘩の原因・状況把握に
努めながら、暴力にエスカレートしないように
見守りつつ、基本的には子ども同士の関係修復
を支援している。就眠の際に読み聞かせを実施
して、気持ちを聞き取る機会としている。近隣
住民とは、野菜などの収穫物を分けあったり、
子どもが回覧版を届けたり、除雪を手伝ったり
するなど、積極的な関わりを持っている。

Ａ－１－（１）－⑤　　子どもの発達に応じて、本
人の出生や生い立ち、家族の状況等について、子ど
もに適切に知らせている。

ａ

子どもに情報提供する場合は、早めに伝えると
いうことを施設の基本姿勢としているが、その
際は保護者の状況に応じて、担当職員と心理職
員･個別職員などがケア会議を開き、児童相談所
とも連携して判断している。また、情報提供が
無理と判断された場合には、不安感に対する
フォローを行っている。

Ａ－１－（１）－⑥　　体罰を行わないよう徹底し
ている。 ａ

職員が所持しているサポートマニュアルには、
基本理念とともに行動指針を明記し、職員の姿
勢として虐待の禁止を示している。法人として
虐待防止部会を設置し、虐待防止の手引きを作
成し、職員セルフチェックリストを実施して集
計、前年度の見直しをしながら課題を確認して
いる。

Ａ－１－（１）－⑦　　子どもに対する暴力、言葉
による脅かし等の不適切な関わりの防止と早期発見
に取り組んでいる。

ａ

虐待防止責任者をおき、法人の虐待防止部会と
連携している。施設長が子どもに対して、「子
どもの権利ノート」やプライベートポリシーを
用いて説明を行った。地域小規模グループケア
の利点として、子どもとの距離は近く、特に夜
間介助職員とは引き継ぎ簿や口頭で密に連携し
て、子どもの発するサインを見逃さないように
留意している。施設長への報告体制は確立して
いる。

Ａ－１－（１）－⑧　　子どもや保護者の思想や信
教の自由は、他の子どもや保護者の権利を妨げない
範囲で保障されている。

ａ

基本理念として個人の尊厳と人権擁護を謳い、
子どもや保護者の思想・信教の自由は保障して
いる。施設における実例として、キリスト教信
者の保護者の意向で子どもを教会に通わせてい
た。

評価対象　児童養護施設　付加基準

Ａ－１  利用者の尊重

１－（１）  利用者の尊重
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評価結果詳細（児童養護施設）

第三者評価結果 コメント

Ａ－②－（１）－①　　子どもと職員との間に信頼
関係を構築し、常に個々の子どもの発達段階や課題
に考慮した援助を行っている。

ａ

子どもの話を充分に聞き取ることを最優先にし
ている。個別的に触れあう時間を意図的につく
り、スキンシップを心がけ、満足度を高めなが
ら信頼関係をつくることに結び付けている。特
に生活場面では、低年齢児には就眠時に読み聞
かせをするなどして、気持ちを聞き取る機会を
つくっている。子どもに問題行動などがあった
時には、状況に応じてあえて職員を交代させる
などしながら、子どもを追い詰め過ぎないよう
に連携して話し合いの機会をつくっている。外
出時にはできうる限りマンツーマンで対応して
いる。

Ａ－２－（１）－②　　子どもの協調性を養い、社
会的ルールを尊重する気持ちを育てている。 ａ

日課は子ども達とともに「桜ルール」をつくっ
て、子ども自らがルールを守ることの重要性
や、約束ごとを通した協調性を養っている。同
時にルールや約束ごとの変更については、話し
合いの場を設定している。地域少年団への参加
や、お祭りなどの招待行事を通して、地域社会
への参加を図っている。

Ａ－２－（２）－①　　食事をおいしく楽しく食べ
られるよう工夫し、栄養管理にも十分な配慮を払っ
ている。

ａ

週間の献立を本体施設の栄養士が確認してい
る。野菜づくりを実践して、収穫から調理まで
経験させることで、好き嫌いをなくす工夫に結
び付けている。日々の生活から、料理内容や調
理に直接加わることで食事に関心を持たせてい
る。行事食には子どもの意見を入れて、買い物
から盛り付けまで参加させている。献立には子
どもの嗜好を反映させながらバランスの取れた
メューを心がけている。

Ａ－２－（２）－②　　子どもの生活時間にあわせ
た食事の時間が設定されている。 ａ

食事時間は、子どもの基本的な生活習慣の確立
にあわせて設定しているが、学校行事やクラブ
活動、少年団バスケットなど、子どもの事情に
応じて個別にも対応している。一緒に食卓を囲
む喜びを共有している。

Ａ－２－（２）－③　　発達段階に応じて食習慣を
習得するための支援を適切に行っている。 ａ

食器の用意、後片付けの手伝いを積極的に行っ
ている。また、買い物を一緒にして食材への関
心を促している。箸の使い方なども指導してい
る。長期休暇に帰省できない子どもには、別途
外食の機会をつくって気持ちのフォローをして
いる。おやつづくりも体験している。鍋料理や
バーベキュー、しゃぶしゃぶなど、本体施設で
はできにくいメニューを積極的に取り入れ、小
規模の良さを活かしている。

Ａ－２－（３）－①　　衣服は清潔で、体に合い、
季節にあったものを提供している。 ａ

子ども達とともに衣替えを行い、その都度衣類
の整理を行っている。季節にあった衣服を着用
できるように側面から援助している。

Ａ－２－（３）－②　　子どもが衣習慣を習得し、
衣服を通じて適切に自己表現できるように援助して
いる。

ａ

年齢にあわせて衣類の着脱や整理整頓ができる
ように援助し、外出の際に、子どもとともに衣
類を購入している。中学生になったら自分で洗
濯をしている。学校で使用するエプロンなどは
アイロンかけを援助している。

２－（２）  食生活

２－（３） 衣生活

２－（１）  援助の基本

Ａ－２  日常生活支援サービス
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評価結果詳細（児童養護施設）

第三者評価結果 コメント

Ａ－２－（４）－①　　居室等施設全体が生活の場
として安全性や快適さに配慮したものになってい
る。

ａ

性別・年齢構成の関係もあって、部屋割りは状
況に応じて決めている。年齢の低い子どもの部
屋は、援助しやすいように職員の部屋の隣りに
している。各部屋に灯油ストーブ・ベットを置
き、私物を収納できるようにケースなどを整備
している。入浴は順番制であるが、シャワーは
随時利用できる。居間にテレビがあることもあ
り、子ども達のくつろぎの場所となっている。

Ａ－２－（４）－②　　発達段階に応じて居室等の
整理整頓、掃除等の習慣が定着するよう援助してい
る。

ａ

居室の掃除や洗濯は日課表に位置づけられ、季
節毎に大掃除をしている。共有部分の掃除は子
ども達が交代で行っている。外出の際の窓の施
錠やストーブの点検・部屋の確認を援助してい
る。子どもが設備の簡単な修繕に関心を持ち、
積極的に関わっている。

Ａ－２－（５）－①　　発達段階に応じ、身体の健
康（清潔、病気、事故等）について自己管理ができ
るよう支援している。

ａ

食事・顔色・表情などから子どもの状態を把握
して健康管理を行い、職員間で引き継いでい
る。うがいや手洗い、入浴後の爪切りなど、発
達に応じた援助をしている。必要に応じて街の
理・美容室も利用している。小学校入学時に
は、2週間ほど途中まで送迎したり、通学路を子
どもとともに歩いて、危険箇所や交通ルールを
教えている。

Ａ－２－（５）－②　　医療機関と連携して一人ひ
とりの子どもに対する心身の健康を管理するととも
に、異常がある場合は適切に対応している。

ａ

現在は、慢性疾患のため長期服薬を必要とする
子どもはいないが、近隣に24時間体制の総合病
院があり、嘱託医となっているため、日頃から
担当職員が助言を受けられる状態を確保して、
連携している。

Ａ－２－（６）－①　　子どもが暴力・不適応行動
などの問題行動をとった場合に適切に対応してい
る。

ａ

子どもがパニックを起こし職員に対する問題行
動を起こした例があるが、常に子どもの状況の
把握に努め、その特性を理解して職員間で共有
し、連携して対応している。問題行動に対して
は施設長への連絡・報告の後、心理・個別職員
を交えたケア会議を開いている。児童相談所と
は、密に連携し判断を仰いでいる。

Ａ－２－（６）－②　　虐待を受けた子ども等、保
護者からの強引な引き取りの可能性がある場合、施
設内で安全が確保されるよう努めている。

ｂ

引き取りに関しては、児童相談所との連絡を適
宜行っている。保護者からの連絡には、施設長
へ連絡・報告をする体制がある。本評価基準
は、保護者からの強引な引き取りがあった場合
の対応に関して、施設としての体制整備を求め
ている。夜間は介助職員体制となることから
も、強制引き取りを想定し警察との連携強化を
含む対応を明文化して、職員に周知徹底するこ
とに期待したい。

Ａ－２－（６）－③　　施設内の子ども間の暴力、
いじめ、差別などが生じないよう施設全体に徹底し
ている。

ａ

小規模施設の特性を活かして、個別のきめ細か
い対応を心がける中で、未然に防ぐよう努めて
いる。役割分担を決め、協力しあう中で育ちあ
う関係をつくっている。子ども同士での話し合
いの機会をつくり、トラブルがあった場合には
充分にお互いの話を聞くことで、慎重に原因を
把握している。必要に応じて心理・個別職員を
交えたケア会議を開いている。

Ａ－２－（７）－①　　行事などのプログラムは、
子どもが参画しやすいように計画・実施されてい
る。

ａ

子どもの興味を取り入れられるように、年度当
初には、行事予定を子どもとともに話し合って
いる。今年度のクリスマス会は、子どもの発案
を取り入れ行事の企画・運営を主体的に任せ
て、夜間介助職員の招待や器楽演奏を楽しみ、
企画に関わることで自信を持たせる取り組みと
している。「桜」独自の行事だけではなく、地
域のお祭りや本体施設との合同行事があるが、
いずれも参加の有無に関して強制することはな
い。

２－（５） 衛生管理、健康管理、安全管理

２－（６） 問題行動に対しての対応

２－（７） 自主性、自律性を尊重した日常生活

２－（４） 住生活
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評価結果詳細（児童養護施設）

Ａ－２－（７）－②　　休日等に子どもが自由に過
ごせるよう配慮している。 ａ

外出には許可が必要だが、可能な限り子どもが
選択決定できる。消灯時間の延長や、起床時間
に幅を持たせるなど、柔軟に対応している。3ヶ
月に1度のローテーションで図書館から50冊ずつ
本を借り受けて自由に閲覧できるようにしてい
る。外部のサークル・スポーツ活動などへの参
加は自由である。

Ａ－２－（７）－③　　子どもの発達段階に応じ
て、金銭の管理や使い方など経済観念が身につくよ
う支援している。

ａ

一定の小遣いが決められ、小学生の場合は職員
が管理し、中学生は自己管理だが、一緒の買い
物の際には使い方の支援をしている。施設会計
（小口現金）からの買い物の際にも、現物を与
えるのではなく、あえて直接子どもに買い物を
経験させるなど、金銭感覚を学ばせる機会をつ
くっている。小遣いの範囲内での使途を考えら
れるように支援している。個々人が郵便局の通
帳を持っている。

Ａ－２－（７）－④　　子どもが友人や地域との関
係を深められるよう支援している。 ａ

学校のルールにあわせて、電話の取り次ぎや、
友人間の交流など可能な限り制限しないよう
に、子どもの自主性を尊重している。近隣とは
通常から収穫した野菜をやり取りしたり、回覧
版を子どもが廻すなど交流があり、子どもが自
発的に除雪を手伝うなどしている。門限は一定
のルールの基、状況に応じて柔軟に対応してい
る。地域のお祭りや、地域少年団などへの参加
に対しても支援している。

Ａ－２－（８）－①　　学習環境の整備を行い学力
に応じた学習支援を行っている。 ｂ

学校とは学習状況を相互に確認しあっている。
小学生には、日頃の宿題の支援のほか、土･日曜
日や長期休暇の間、学習の進捗状況に応じたプ
リントを作成して、支援をしている。基礎学力
の徹底を目指しているが、子どもの状態を見な
がらの指導に難しさがある。中学生では職員の
学習指導に加えて、通塾の希望があれば対応し
ている。別途学習指導のために職員の配置をし
たリ、様々な取り組みを実践した経緯もある
が、一方で学習習慣の獲得や受験に対する課題
もある。一層の取り組みに期待したい。

Ａ－２－（８）－②　　学校を卒業する子どもの進
路について、「最善の利益」にかなった進路の自己
決定ができるよう援助している。

ｂ

学校を通して、ハローワークからの求職情報を
得ている。子どもの希望を基に、学校と連携し
ながら保護者を交えての進路会議を開いてい
る。進路選択に必要な情報を子どもに提供して
いるが、施設が主体となって積極的に資料収集
をしているとまでは言えない。奨学金や様々な
助成制度の活用、経済的な援助の仕組みなど
を、子どもに対して積極的に情報提供すること
で、子どもが将来へ向けて希望の持てる自己決
定のあり方を、一層支援する取り組みに期待し
たい。

Ａ－２－（８）－③　　職場実習や職場体験等の機
会を通して、社会経験の拡大に取り組んでいる。 ａ

社会経験の拡大として、アルバイト情報から、
面接・就労に至るように支援している。社会･経
済状況もあり、なかなか結果に結びつかない場
合も多い中、子どもの自主性を尊重しながら、
子どもの背中を押せるように支援している。高
校を中退した場合には、子どもの状況を把握し
ながら就労支援を行っている。

Ａ－２－（８）－④　　子どもの年齢・発達段階に
応じて、異性を尊重し思いやりの心を育てるよう、
性についての正しい知識を得る機会を設けている。

ｂ

職員に対してＣＡＰ（子どもへの暴力防止）プ
ログラムの研修を実施して、子どもへはＤＶＤ
を見せた。今後は地域を巻き込んで、子どもを
性犯罪から守るための取り組みを実施する予定
である。本評価基準では「性教育は、自立と共
生の力を育てることを基本的な考え方」とする
とあり、「日頃から職員の間でも性教育のあり
方などについて」の検討が求められている。性
犯罪に止まらず、子どもの発達に応じた知識や
援助が必要とされていることから、職員研修を
充実させ、一層の取り組みに期待したい。

２－（８）  学習支援、進路指導等
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評価結果詳細（児童養護施設）

Ａ－２－（９）－①　　被虐待児など心理的なケア
が必要な子どもに対して心理的な支援を行ってい
る。

ｂ

心理担当職員のほかに個別対応職員を配置し
て、担当職員とともに連携して、ケア会議を開
催するなどしながら、心理ケアが必要な子ども
に対応している。状況に応じて児童相談所とも
連携している。虐待に関する研修を定期的に実
施している。子どもの実態は被虐待児に加えて
発達障害への対応も必要となり、同時に不登校
の問題など、専門知識と職員研修の重要性は
益々高まっている。心理支援プログラムの充実
とともに、一層の取り組みに期待したい。

Ａ－２－（１０）－①　　児童相談所等と連携し、
子どもと家族との関係調整を図ったり家族からの相
談に応じる体制づくりができている。

ａ

年4回「わかすぎ便り」を送付し職員コメントや
生活日課、住宅の様子や子どもの写真を同封し
て、様子を知らせている。また、通知表を送付
する際や帰省の際には、職員コメントに加えて
学校での様子・プリントなどを同封している。
保護者懇談会では学園の考え方を説明し、家庭
訪問なども実施している。外出・一時帰宅した
際の子どもの変化に注意深く対応している。父
の日･母の日・勤労感謝の日には、子どもの名前
で手紙を送っている。

Ａ－２－（１０）－②　子どもと家族の関係づくり
のために面会、外出、一時帰省などを積極的に行っ
ている。

ａ

一時帰宅・外出などの判断は児童相談所と連携
して行い、帰省時には家庭訪問も実施してい
る。特に被虐待児などの配慮が必要な子どもに
関しては、ケース会議を実施し、帰宅を見あわ
すかどうかの対応などは、ケースに応じて常に
児童相談所と協議している。本体施設には、面
会の保護者が宿泊できる。

２－（１０）  家族とのつながり

２－（９）  メンタルヘルス
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